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は じ め に

食は人が生きていくための根源であり、また人が健康で豊かな生活を送るためには

食の安全性の確保は最も優先されるべきものです。

しかしながら、近年、ＢＳＥ（牛海綿状脳症）問題、輸入野菜の農薬残留問題、国

内における無登録農薬の使用など、食品の安全を脅かす事件が相次いで発生し、食品

の安全に対する早急な対応が迫られております。

このため、国においては、消費者の健康保護を基本理念とした包括的な食品の安全

を確保するための法律として「食品安全基本法」を制定して、国民の食品の安全性確

保に取り組んでおります。

沖縄県においても、県民の健康保護を最優先課題として「沖縄県食の安全・安心確

保基本方針」を策定し、安全な農林水産物の供給、安全な食の提供、消費段階におけ

る安全性確保のための普及・啓発等について基本方針を定めて、各種施策を展開する

こととしました。

本県の農産物は、亜熱帯気候を活かした野菜類、熱帯果樹等の産地が形成され沖縄

の地域特産物として本土市場でも定着しております。また本県の食品は、他県にみら

れない独特の食文化により、県民のみならず多くの観光客が食しております。

このように本県の食については、農林水産業や観光リゾート産業など各方面に関連

、 、 、 、しており 食品の事故 事件の発生は 県民に重大な健康被害を及ばすだけではなく

本県の産業振興にも大きな影響を及ぼすことが懸念されます。

今後は、この基本方針に基づき、食の安全確保を徹底し県民の健康保持を最優先に

、 。するとともに 本県の自立に向けた産業振興にも寄与するよう努める必要があります

また、この基本方針は、消費者、事業関係者、行政が連携・協働することにより、

その効果を発揮するものであり 「食の安全対策」について県民の皆様の一層の御理、

解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

最後に、この基本計画の策定にあたり、貴重なご意見をいただきました「沖縄県食

の安全・安心懇話会」の委員の皆様に深く感謝申し上げます。

平成 年 月17 3

沖縄県知事 稲 嶺 惠 一
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第１章 策定の趣旨

第１節 策定の趣旨

、 （ ） 、 、 、近年 ＢＳＥ 牛海綿状脳症 の発生 輸入農作物の残留農薬問題 偽装表示問題

健康食品による健康被害、大量生産・広域流通に伴う大規模食中毒の発生等、食品に

、 。対する消費者の信頼を揺るがすような事件が発生し 大きな社会問題に発展しました

また、新開発食品、遺伝子組み換え食品、食品の流通機構の変化等、これまでにな

い科学技術の発展に伴い、食品の安全性を確保するための新たな行政対応が求められ

ています。

加えて、本県には、他県に見られない独特な食文化があり、県民のみならず、多く

の観光客にも食され、お土産品としても全国に流通していることから、県内で生産さ

。れる食品については食の安全・安心に対する厳しい消費者の目が向けられております

これらの問題を解決するためには、行政の対応だけでなく、食品関係業者、消費者

等が食の安全・安心確保に関する共通の理解と認識を持ち、共に実践することが重要

になってきます。

このような状況の中、平成１５年５月、国は、食品の安全性確保に関する基本的な

理念や関係者の役割などを定めた「食品安全基本法」を制定するとともに、食品衛生

法などの関係法令の改正を行いました。

県としては 「食品安全基本法」の趣旨に基づき、食品の安全・安心を確保するた、

め、平成１６年１月、知事を本部長とした「沖縄県食の安全・安心推進本部」を設置

し、関係部局が連携を取りながら総合的な施策を推進しています。

施策の推進に関しては、県が取り組む基本的な考え方や方向性を明らかにし、広く

県民に対して周知を図ることが重要であるとの考えから「沖縄県食の安全・安心確保

基本方針」を策定しました。

第２節 基本的な考え方

食品の安全性を確保することは、県民の生命の維持及び健康の増進を図る上で必要

不可欠なものであり、食品の生産から消費に至るまでの一貫した安全対策を講ずる必

要があります。

そのためには、食品の安全性に関する情報の提供に努め、消費者、生産者、食品関

係業者等の相互理解のもとに、食品の安全性の確保のため連携・協働し、県民の視点
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に立った施策を策定することによって食品の安全・安心に対する県民の信頼を確保し

ます。

なお、基本方針については、食品を取りまく社会環境の変化や関係法令等の改正を

踏まえ、必要な見直しを行います。

第３節 責務と役割

食の安全・安心を確保することは、県の重要な施策の一つであり、施策の推進にあ

たっては、行政、食品関係業者及び消費者がそれぞれの責任や役割を明確にする必要

があります。

１ 行政の責務

広く県民に対して食品の安全性に関する情報を提供するとともに、生産から消費

に至るまでの総合的な施策の策定・実施をおこなう。

２ 生産者、製造・加工業者、流通販売業者の責務

関係法令を遵守し、安全で安心な食品の生産、製造・加工、販売を行う。また、

行政が進める施策に積極的に協力するとともに、食品の安全性に責任を持ち、消費

者等に対しては食品等の関する正確な情報の提供に努める。

３ 消費者の役割

食品の安全性に関する知識の習得に努め、行政施策や食品関連業者の取り組みに

対する意見を表明する。

第４節 施策の推進方向

基本的な考え方や関係者の責務と役割を踏まえて、今後、県が策定する施策につい

て具体的な方向性を定めておく必要があります。

１ 情報の収集、提供、公開

２ 安全な食品の生産、製造・加工、流通の促進

３ 監視指導の徹底、検証

４ 調査研究等の推進



- 3 -

２章 食の安全・安心確保の概要

食の安全・安心を確保するためには、食の生産から消費に至るまでの総合的な対策

を講ずる必要があります。

県としては、県民への安全・安心な食品の提供を基本理念とし、生産から流通・加

工・消費に至る食品の安全を確保し、施策の総合的かつ効果的な推進に資するため、

知事を本部長とした「沖縄県食の安全・安心推進本部（以下「推進本部」という 」。）

を設置しました。

推進本部において 県が取り組む施策の基本的な考え方や方向性を明らかにした 食、 「

の安全・安心確保基本方針」を策定し、関係する部局・課が連携して食の安全・安心

確保のための施策を推進します。

なお、本基本方針の策定にあたっては、消費者、生産者、流通業者、食品営業者及

び学識経験者からなる「沖縄県食の安全・安心懇話会」を設置し、それぞれの立場か

ら食の安全・安心確保行政に対する意見、要望等を聴取し、それを踏まえて県の施策

策定を行っています。

沖縄県食の安全・安心確保概要図

食の安全・安心の確保

食の安全・安心確保基本方針

食の安全・安心推進本部

知事・副知事・関係部長

幹事会

福祉保健部次長・関係課長

食の安全・安心懇話会

消費者・生産者・流通業者
食品営業者・学識経験者

ワーキングチーム

食の生産から消費までの総合的な安全・
安心確保に関する対策を全庁的に推進

報告 指示

報告・調整・処理 検討指示

意見等聴取

意見・要望
助言・評価
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第３章 食品の安全・安心対策の現状・課題・施策及び方向性

第１節 安全な農林水産物の安定供給

１ 農薬の適正使用の徹底

【現状】

本県は、亜熱帯性気候特性を活かして、野菜類、熱帯果樹類、花き類の産地が形成

されています。特に、ゴーヤー、マンゴー等については、沖縄の地域特産農産物とし

て、本土市場でも定着しています。一方、温暖な気候特性にあるため、病害虫の周年

発生という不利性を有し、農産物を病害虫の被害から守り、安全・安心が確保された

農産物を安定的に供給するためには、適正な農薬の使用や化学合成農薬の使用軽減を

図る必要があります。

農薬の使用については、平成１５年３月に改正農薬取締法が施行され、農薬使用基

準の遵守義務化、違反者への罰則が強化される等、農薬を巡る情勢は大きく変化して

おり、病害虫防除所、農業改良普及センター、生産者団体等の関係機関と連携し農薬

適正使用に関する講習会を開催し、農薬の適正使用の推進に努めています。

【課題】

○農薬の適正使用の徹底が必要です。

○出荷前残留農薬検査体制の整備が必要です。

【施策及び方針】

○農薬の適正使用を推進するため、沖縄県農産物安全・安心確保対策会議を開催し

ます。

○農薬の適正な取扱を推進するため、農薬危害防止運動を実施します。

○農薬の適正使用に関する講習会を開催します。

○出荷前残留農薬検査体制の整備について検討します。
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２ 抗菌性物質等を含む飼料、動物用医薬品等の適正使用

２ 飼料等の適正使用-1

【現状】

家畜に給与する飼料の安全性の確保は「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関す

る法律（飼料安全法 」によって規制され、人の健康を損なうおそれがある畜産物が）

生産されることを防止し、家畜等に被害が生ずることにより畜産物等の生産が阻害さ

れることを防止しています。その飼料安全法に基づき、飼料製造業者への立入検査を

実施し、成分規格が守られているかチェックしたり、畜産農家段階での畜産物中の飼

料添加物の残留調査を行い、飼料の安全性の確保及び品質の改善を図っています。さ

らに畜産農家への巡回指導を行い、飼料給与の際の使用基準の徹底を図り、公共の安

全の確保と畜産物等の生産の安定に寄与しています。

【課題】

○飼料及び飼料添加物の製造・流通段階での検査指導や畜産農家における飼料の適

正使用について、一層の指導強化を図る必要があります。

○全国的に飼料が流通するため、飼料業者間の情報共有システムを構築することが

必要です。

【施策及び方針】

○飼料及び飼料添加物の製造・流通段階における検査や指導を行います。

○飼料の給与状況を把握するために、畜産農家に給与飼料の記帳を指導します。

○飼料業者間の情報ネットワークシステムの利用共有化体制を整備します。

○ＢＳＥ対策として、反すう動物用飼料への動物由来たんぱく質の混入防止の徹底

を図ります。
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２ 水産用医薬品等の適正使用-2

【現状】

魚介類等の養殖生産は、水産物の安定供給の面から益々重要になっています。しか

し、養殖生産過程において疾病の予防や治療のために、水産用医薬品等が使用されて

います。

、「 」 、「 」水産用医薬品は 薬事法 に基づく製造の承認を受けた医薬品で 動物用医薬品

の文字が記載されています。その使用は、薬事法で規制されており、対象動物や用法

・用量、休薬期間等を遵守しなければなりません。

このことから、食品となる養殖水産動物の安全性を確保するために、以下の取り組

みを行っています。

残留水産用医薬品等のモニタリング調査○

疾病発生予防のためのワクチンを含む水産用医薬品等の適正使用に関して、講習○

会の開催や個別巡回指導の実施

【課題】

対外的な広報活動の充実強化が必要です。○

水産用医薬品等適正使用のための指導の継続が必要です。○

○水産用医薬品の使用記録作成を指導することが必要です。

【施策及び方針】

水産用医薬品等の適正使用のための指導を強化します。○

○水産用医薬品の使用記録作成を指導します。

残留水産用医薬品等のモニタリング検査の実施を強化します。○

○環境汚染及び耐性菌出現阻止に配慮します。
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２ 動物用医薬品の適正使用の徹底-3

【現状】

動物用医薬品とは、専ら動物に用いられる医薬品であり、動物の病気の診断、治療

または予防に使用されています。動物用医薬品が家畜の体内に残留している場合、人

の健康に影響を与える可能性があることから 「薬事法」に基づき使用が規制されて、

おり、対象動物、用法及び用量、使用禁止（出荷制限、休薬）期間など使用者が守る

基準が定められています。特に、動物への副作用が強いものや病原菌に対し耐性を生

じやすいもの等（抗生物質、合成抗菌剤、ホルモン剤、ワクチン等）については、農

林水産大臣が「要指示医薬品」として指定しており、生産者が購入・使用する場合に

は、獣医師の診断・処方（指示）が必要です。

このことから、動物用医薬品が畜産物（食肉・牛乳・卵等）へ残留することがない

ように、診療獣医師並びに生産者や関係業者等に対し動物用医薬品の適正使用に関す

る講習会の開催、広報誌・リーフレットの配布による啓発及び使用について農家への

立入検査を実施するなど、畜産物の安全性確保に努めています。

【課題】

○動物用医薬品の残留事例が年間数例発生していますが、ほとんどの場合、生産者

が休薬期間中に誤って出荷したことが原因であることから、適正使用のための指

導を強化する必要があります。

【施策及び方針】

○動物用医薬品の使用に起因する危害発生を防止するため、生産者に対して動物用

医薬品に頼らない飼養管理の徹底を図ります。

○生産者、関係者及び診療獣医師に対する動物用医薬品の適正使用及び販売の指導

を強化することにより、畜産物への動物用医薬品の残留事例が発生しないよう努

めます。

○動物用医薬品の残留、薬剤耐性菌に関する情報収集及び使用実態調査の強化を図

ります。
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３ 自主管理体制の推進

３ 畜産農場におけるＨＡＣＣＰ手法に基づく衛生管理の推進-1

【現状】

畜産農場においては、家畜の飼養規模拡大や家畜の能力の改良等により生産性が向

上してきています。しかし、その反面、家畜ではストレス等による慢性疾病の増加に

よる損耗が見られ、ヒトに対しては動物由来感染症（サルモネラ症等）の発生などの

問題から、畜産物の安全確保のための衛生管理体制の整備を図っています。

また、食品の安全性を確保するために食品の製造・加工段階においては、ＨＡＣＣ

Ｐシステムによる衛生管理体制が導入されております。また、安全な畜産物の確保と

いう観点から、生産段階においては、ＨＡＣＣＰシステムの考え方に基づいた衛生管

理を推進するための「衛生管理ガイドライン」が国において策定されました。

現在、本システムに基づく衛生管理手法の各畜産農場への円滑な導入・定着を図る

ためブロイラーにおけるモデル農場において調査・検査を実施しています。

【課題】

○畜産農場は食品工場等の閉鎖された環境と比べ、開放された自然環境下にあり、

有害微生物を完全に排除する加熱工程がないため、危害因子の侵入形態が非常に

複雑多岐にわたっています。

○各農場ごとの施設構造及び飼育環境が異なっていることから 「衛生管理ガイド、

ライン」に基づく各農場に応じた「衛生管理マニュアル」の作成・導入により、

ＨＡＣＣＰシステムに基づく衛生管理を推進する必要があります。

【施策及び方針】

○ＨＡＣＣＰシステムの考え方に基づく「衛生管理ガイドライン」に関する専門的

知識を有する指導者を育成します。

○各畜産農場に応じた「衛生管理マニュアル」の作成、導入による衛生管理手法の

生産段階への普及推進を図ることにより、危害因子（サルモネラ、腸管出血性大

腸菌Ｏ－１５７、抗菌性物質などの残留）の排除に努めます。
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第２節 安全な食品の提供

１ 食肉供給行程における監視指導の実施

【現状】

食用に供する目的で処理される獣畜については、と畜場及び食鳥処理場において、

各々と畜検査、食鳥検査を実施し、食用に適さない食肉の流通防止を図るとともに、

と畜場及び食鳥処理場の衛生管理、枝肉等衛生的な取扱い等についての指導を実施し

ています。

また、と畜場に搬入される全ての牛についてＢＳＥスクリーニング検査を実施する

とともに、牛の特定部位を除去し、と畜検査員の立ち会いのもとに焼却の確認してい

ます。

【課題】

○と畜検査及び食鳥検査においては、疾病の排除、微生物制御及び食肉中の残留有

害物質検査を適切に行う必要があります。

○特定部位の焼却及び特定部位による食肉等への汚染防止を徹底する必要がありま

す。

○と畜場及び食鳥処理場の構造設備基準、衛生的な取り扱いの基準に適合している

ことを確認することが必要です。

【施策及び方向性】

○獣畜や家きんの病歴や動物用医薬品の投与歴を踏まえた適切なと畜検査・食鳥検

査を実施します。

○牛のＢＳＥスクリーニング検査を実施するとともに、特定部位の適切な除去及び

焼却、特定部位による食肉等への汚染防止を図ります。

○と畜場及び食鳥処理場の構造設備基準、衛生的な取り扱いの基準の遵守を指導強

化します。
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２ 監視指導計画に基づく監視指導等の強化

【現状】

平成１５年の食品衛生法等の一部改正により、各都道府県等は国が示した指針を基

に監視指導計画を策定することになっています。

本県においては、重点監視指導項目、食品衛生監視重点対象業種及び監視回数、食

品等の収去検査等に関する事項、食中毒等食品による健康被害発生時の対応に関する

事項、食品等事業者の自主的な衛生管理の実施に関する事項等を定めた「沖縄県食品

衛生監視指導計画」を策定しています。

監視指導にあたっては沖縄県食品衛生監視指導計画に基づき、保健所の食品衛生監

視員及び食肉衛生検査所のと畜検査員・食鳥検査員が食品営業施設及びと畜場等の監

視指導を実施しています。

【課題】

○危害発生頻度の高い業種、また、食品による健康被害発生時の影響が大きい大規

模調理施設及び広域流通食品の製造施設については、計画的かつ効率的に監視指

導を実施する必要があります。

○重点監視施設の監視指導に関しては、これまでの施設監視に加えてＨＡＣＣＰシ

ステム導入の指導・助言、自主管理体制の確立に向けた自主検査の指導等、科学

的根拠に基づく指導が求められています。

○科学技術の進歩に伴い、新開発食品、遺伝子組み換え食品等が増加しているとと

もに、食品の流通機構の変化に伴う広域化及び国際化等、新たな対応が必要とさ

れる事例が増えており、これらの事例については、国や研究機関等からの情報を

収集して適切に対応する必要があります。

○保健所、衛生環境研究所及び食肉衛生検査所が連携して計画的な収去検査を実施

し、食品の安全確保を図る必要があります。

【施策及び方針】

○「沖縄県食品衛生監視指導計画」に基づき、危害発生頻度の高い業種、大規模施

設や広域流通食品の製造施設を重点対象として、計画的かつ効率的な監視指導を

推進します。

○食品関係営業施設のＨＡＣＣＰシステム導入や自主管理体制の確立に向け、科学

的根拠に基づく計画的かつ効率的な監視指導を強化します。

○不良食品流通防止のため、食品収去検査を強化するとともに、衛生環境研究所及

び中央食肉衛生検査所において、食品の残留有害物質、食品添加物等の検査を実

施します。
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３ 食品の適正な表示の徹底

【現状】

食品の表示は、食品衛生法、薬事法、健康増進法、ＪＡＳ法、不当景品及び不当表

示防止法（景品表示法）及び計量法等、様々な法律によって規定されており、消費者

や関係営業者に対しその食品に関する的確な情報を与え、食品の認識や選択をする際

不可欠なものです。

食品衛生法に基づく適正な表示の確認については、保健所に配置された食品衛生監

視員が製造施設やスーパー、販売店等に立ち入り、表示が不適正な製造業者に対し指

導を行っていますが、表示事項を十分認識していない業者等が見受けられます。

薬事法では、医薬品に該当する食品については、無承認無許可医薬品として指導取

締りの対象となり、医薬品的な効能効果等を標榜する食品については適正な表示とな

るよう改善指導を行っておりますが、販売されている健康食品の一部には、これらに

抵触する事例があり、十分認識していない業者等が見受けられます。

健康増進法では、食品を販売する際に栄養成分等を表示しようとする場合、主要栄

養成分及び含有量等の表示を義務付けております。

また、食品に特別の用途に適する旨の表示をする場合は、厚生労働大臣の許可を受

ける必要があります。しかし、販売されている食品の一部には健康増進法に係る栄養

表示基準等に抵触する事例があります。

ＪＡＳ法では、国及び県が、生鮮食品等の品質表示基準に基づく適正な食品表示が

実施されるよう、一般小売店舗及び製造・加工業者への巡回指導、表示講習会等を実

施しています。

景品表示法では、消費者を不当に誘引する虚偽又は誇大な表示・広告を不当表示と

して禁止しており、公正取引委員会と県が連携して不当表示の監視・取締り及び改善

指導を行っていますが、依然としてこれらに抵触する事例があり、十分認識していな

い業者が見受けられます。

【課題】

○製造技術の進歩に伴い、様々な種類の食品が製造されていることから、製造者に

対して適切な指導を行う必要があります。

○流通の広域化に伴い、本県で製造された食品について他都道府県から表示違反等

の指摘事例があり、違反業者に対する指導等を迅速かつ適切に行う必要がありま

す。

○販売されている食品の一部には栄養表示基準等に抵触する事例があり、健康の保
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持増進の効果等が実証されていないにもかかわらず当該効果を期待させる虚偽又

は誇大と思われる広告等により、健康被害や消費者が適切な医療を受ける機会を

失わせてしまう恐れがあります。

○ＪＡＳ法においては、食品の種類毎に品質表示基準が規定されており、製造・加

工段階まで充分な指導が必要です。

○消費者のニーズに合わせたＪＡＳ法の改正に、製造・加工業者が対応する必要が

あります。

○景品表示法では、容器包装、広告・宣伝、インターネットなど、消費者に対して

示されるあらゆる商品、サービスの表示が規制の対象となっていますが、行政機

関による監視・取締りには限界があり、適切、迅速な法の執行に関しては難しい

面があります。

○適正表示の推進及び健康被害の防止を図るために関係課の連携、情報の共有化及

び効果的な監視指導のあり方を検討する必要があります。

【施策及び方針】

○食品衛生法に基づく適正な表示を検証するために、監視指導体制の強化を図り、

食品表示の適正化を図るため、製造・加工 業者等に対する巡回指導を実施しま

す。

○食品表示に関する資料・パンフレットを配布するなど、適切な表示の啓発に努め

ます。

○健康志向の高まり、インターネットの普及と相まって様々な広告の媒体を利用し

た違反食品が販売されており、健康被害等を防止するために健康増進法に係る指

導を強化していきます。

○適正表示の推進及び健康被害等を防止するために効率的な監視・指導の実施、情

報交換、県民に対する正しい知識の普及啓発等を目的とした関係機関で構成した

「健康食品等対策推進連絡会」で協議し食品の安全を確保するために監視・指導

を強化していきます。

○品質表示基準に基づく適正表示の徹底を図るため、ＪＡＳ法に関する講習会等を

開催し、製造・加工業者に対する啓発活動を実施します。

○適正な表示の徹底には、事業者団体による取り組みが効果的であり、事業者団体

による自主基準の設定への支援や業界自らが表示の適正化を図る公正取引協議会

、 。などの事業者団体と連携・協力を図りながら 適正な表示の推進に取り組みます
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食品の表示

法律等の名称 表示等の主旨 表示対象食品 表示すべき事項
食品衛生法

（薬務衛生課）

薬事法

（薬務衛生課）

健康増進法 県民の健康の増進を図る
（旧栄養改善法）

（健康増進課）

特別用途食品

特定保健用食品

栄養機能食品

ＪＡＳ法

（流通政策課） ・遺伝子組換え食品、有機食品に関する事項

（景品表示法）

（生活企画・交通安全課）

計量法 内容量等の表示 内容量
（生活企画・交通安全課）

不当景品類及び不当表示
防止法

不当表示（実際のものよりも
著しく優良であると示し、不
当に消費者を誘引する表
示）の禁止

商品名、消費又は賞味期限、保存方法、製造所
所在地、製造者の氏名、許可証票、許可を受け
た表示の内容、栄養成分量、熱量及び原材料
の名称、摂取、調理又は保存方法に関し、特に
注意を必要とするものについては、その注意事
項、許可を受けた者が、製造者以外のものであ
るときは、その許可を受けた者の営業所所在地
及び氏名（法人にあっては、その名称）

・その他食品分類毎に品質表示基準が定められてい
る場合はその項目

（農林物資の規格化及び品
質表示の適正化に関する法
律）

品質に関する適正な表示を
行わせることによって、一般
消費者の選択に資する

－

栄養機能食品にあっては、販売の用に供する食
品につき栄養表示をする場合の表示記載以外
に一日当たりの摂取目安量に含まれる栄養機
能表示成分量の上限値・下限値と、表示できる
機能の内容及び、栄養成分を摂取する上での
注意事項

一般消費者向けに販売され
ている全ての生鮮食品、加
工食品及び玄米精米（酒
類、医薬品、医薬部外品を
除く）

飲食による衛生上の危害発
生の防止

容器包装に入れられた加工
食品（一部生鮮品を含む）、
牛乳、鶏卵

・名称、添加物、保存方法、消費又は賞味期限、製造
者氏名、製造者所在地等
・遺伝子組換え食品、アレルギー食品、保健機能食
品に関する事項

食品に対する医薬品的な効
能効果の表示を禁止

容器包装に入れられた加工
食品及びその広告

－

※）不当表示とは、食品の品質、規格などについて、実際のものや事実に相違して競争関係にある他の事業者

よりも著しく優良であると表示を行い、不当に消費者を誘引する表示をさす。

１，販売の用に供する食品
につき栄養表示する場合
２，栄養表示食品を輸入す
る場合

特定保健用食品にあっては、上記以外に特定保健用
食品である旨、内容量、一日当たりの摂取目安量及
び摂取をする上での注意事項、また、保健の目的に
資する栄養成分について栄養所要量が定められてい
るものにあっては、一日当たり摂取目安量に含まれる
当該栄養成分の当該栄養所要量に対する割合

一般消費者向けに販売され
ている全ての商品及びサー
ビス

・名称、原材料名（食品添加物）、内容量、消費期限
又は賞味期限、保存方法、原産地名（輸入品の場合
は原産国）、原料原産地名（対象加工食品のみ）、製
造者又は販売者（輸入品にあっては輸入業者）の氏
名又は名称及び住所、その他必要な表示事項

熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム量
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４ 食品表示に係る指導及び監視体制の強化

【現状】

食品衛生法第 条（表示の基準）の規定に基づき、保健所に配置された食品衛生監19

視員が、スーパー、販売店等で販売されている食品表示の監視を行い、表示が不適正

な場合、販売者のみならず当該違反食品の製造業者に対し指導を行っています。

また、ＪＡＳ法で規定される品質表示基準に基づく適正な食品表示が実施されるよ

う巡回指導を行い、小売業者等に対する適正表示の徹底を指導するとともに、食品表

示１１０番と食品表示ウォッチャーを設置することで監視体制を強化し、食品表示の

適正化を推進しています。

しかし、表示に係る消費者からの苦情・相談、さらには流通の広域化に伴う他都道

府県からの表示違反の摘発等は後を絶たず、表示事項を十分認識していない業者等が

しばしば見受けられます。

【課題】

○食品の適正表示を図るために、流通・販売段階における監視指導を強化する必要

があります。

○大型の量販店等だけでなく、小規模の小売専門店等における制度の周知徹底を図

ることが必要です。

○食品表示の監視指導については、販売施設のみならず、食品を製造する営業施設

等への迅速な指導を行い、迅速かつ適切な措置を講じることが重要です。

【施策及び方針】

○沖縄県食品衛生監視指導計画に基づき、食品販売施設における食品の表示に係る

監視を強化し、特に夏期及び年末一斉食品衛生取締り月間において、食品表示に

係る監視指導を重点的に実施します。

○食品表示１１０番（直通電話）の運営と、食品表示ウォッチャー設置により、食

品表示に係る監視体制を強化します。

○小規模の小売専門店等における食品表示の適正化を図るため、巡回指導を強化し

ます。

○品質表示基準に基づく食品表示の適正化を図るため、ＪＡＳ法に関する講習会等

を開催し、流通業者や小売業者に対する啓発活動を実施します。

○食品流通の広域化に伴い、食品表示に係る問題が発生し、全国一斉に同一の事項

を対象とした監視指導の実施が必要な場合は、随時、厚生労働省が示す指針を踏

まえて表示に係る迅速かつ適正な監視指導を実施します。
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５ 自主管理体制の強化

【現状】

食品の安全性を確保するためには、食品関係営業者自らがＨＡＣＣＰシステムの導

入や自主検査を行い、衛生管理の徹底を図る必要があります。本県では食品営業者等

に対する講習会等を開催し、食品衛生思想の普及啓発を推進するとともに、食品衛生

監視員による自主管理体制の確立に向けた自主検査の指導等を実施しています。

【課題】

○ＨＡＣＣＰシステムの導入や自主検査の実施など、衛生管理体制の確立を推進す

る必要があります。

○食品衛生思想の普及啓発を推進するための講習会の開催を継続実施する必要があ

ります。

【施策及び方針】

○食品関係営業者に対して、食品衛生監視員による自主管理体制の確立に向けた自

主検査の指導を強化します。

○食品衛生思想の普及啓発を推進するための講習会の開催、食品関係営業者等のニ

ーズに応じた技術や情報を提供します。
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６ 輸入食品の安全対策の強化

【現状】

海外から輸入される食品については、国の検疫所において審査や検査が実施されて

います。

【課題】

○県内に流通している輸入食品については、国からの情報をもとに流通実態を把握

する必要があります。

○輸入食品の安全性確保については、国からの情報を収集し、連携を図りながら対

応する必要があります。

【施策及び方針】

○国から輸入食品に関する情報を収集し、輸入食品の流通実態を把握して適切な指

導に努めます。
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７ 食中毒予防対策の強化

【現状】

本県は亜熱帯地域に属しており、細菌性食中毒のリスクが高いと考えられます。

食品衛生月間、夏期及び年末の一斉取締りにおいて国が示す方針を基に監視指導、

食品の収去検査を実施しています。

また、近年の食中毒は、食品流通の広域化、大量生産に伴って、大規模化、広域化

の傾向がみられ、患者、原因施設、原因食品等が他の自治体に及ぶ場合は、関係自治

体との連絡調整を密にし、事件解明に取り組んでいます。

【課題】

、○消費者及び食品関係営業者に対して食中毒による危害発生を未然に防止するため

衛生講習会等を開催し、食品衛生に関する知識の普及啓発が必要です。

○ホテルやレストラン、学校給食施設等の大量調理施設については 「大量調理施、

設管理マニュアル」に基づく監視指導を実施する必要があります。

○食品の収去検査を強化し、不良食品の流通を未然に防止する必要があります。

【施策及び方針】

○「沖縄県食中毒処理要領」に基づき、平常時における体制を整備するとともに、

発生時においては関係部局と連携をとりながら迅速かつ的確な対応調査を実施し

ます。

○再発防止対策に資するため、積極的な汚染源の遡り調査の実施等、原因究明体制

の確立を図ります。

○食中毒等健康被害の拡大防止の観点から、必要な情報について可能な限り速やか

に公表し、食中毒予防の観点から食中毒発生状況等について食品等事業者及び住

民への情報提供を図ります。

○消費者への食中毒予防の注意喚起及び食品衛生知識の普及啓発を推進します。

○大規模調理施設及び製造施設等に対し、ＨＡＣＣＰ手法による食品の製造、衛生

管理等の導入を推進します。
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第３節 消費段階における食の安全性確保の普及・啓発

１ 食品衛生思想の普及・啓発

【現状】

保健所の食品衛生監視員による食品衛生講習会等の開催や、食品衛生協会が実施す

、 。る各種講習会等により 消費者に対して食品衛生に関する情報の提供を行っています

また、食品衛生月間に各種イベントを開催し、相談コーナーの開設やチラシ等の配

布を行っています。

【課題】

○消費者が安全な食品を選択するための正確な情報を提供する必要があります。

○食中毒等の健康被害を未然に防止するための知識の普及を図る必要があります。

【施策及び方針】

○食品の安全に関する正確な情報の収集に努めるとともに、消費者に対しては広報

活動を強化します。
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２ 一般消費者への啓発

【現状】

県民生活センターでは、県民からの食品の安全性・保存性・品質・表示等に関する

相談に対応しています。最近の傾向として、健康食品やダイエット食品に関する苦情

相談が増加しています。

、 、 、また 消費者の健全な食生活への関心を高めるための啓発講座を開催し その中で

「食品に関する正しい知識 「食生活の基礎的知識 「簡易な商品テスト」など学習」、 」、

する機会を設けています。講座の内容については毎回見直し、消費者に最新の情報を

提供するよう努めています。

さらに、パネル展示やパンフレット類の配布などを通じて、食品及び食生活に関す

る正しい知識の啓蒙普及を行っています。

【課題】

○都市部以外の地域における啓発活動の強化を図る必要があります。

【施策及び方針】

○各種講座の開催等について県の関係部局や福祉保健所、衛生環境研究所、食品衛

生協会、市町村担当課等と連携し、食品に関する正しい知識の向上及び食生活改

善などの啓発を図ります。

【 親子実験教室 】
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３ 無承認無許可医薬品の疑いのある健康食品対策

【現状】

健康食品で無承認無許可医薬品による健康被害防止のための相談、情報提供を実施

しています。

【課題】

○無承認無許可医薬品と判明した製品については、薬事法に基づき厳正に対処する

ことができますが、食品か無承認無許可医薬品か判断が明確でない製品について

は、明確な指導方針がないので対処しにくい面があります。

【施策及び方針】

○健康食品で無承認無許可医薬品による健康被害防止のための相談、情報提供等を

県の薬務衛生課、保健所等で実施します。
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４ 学校教育における衛生教育

【現 状】

食品の安全な取り扱い方や衛生管理についての教育を学校教育の段階で行うことは

健康教育の観点から重要かつ必要なことであります。そこで、給食時間、学級活動や

関連教科等、学校教育活動全体をとおして、安全な食品を選択する知識や能力を身に

つけさせるための指導をしてます。

○保健学習で行う食中毒予防等の衛生指導（主に担任、養護教諭が担当）

・食事前の身支度、手洗いについて具体的に指導しています （掲示物、視聴覚。

資料の活用など）

・健康で安全な生活が送れるよう疾病や食中毒の予防等、衛生面に配慮した生活

習慣が身につけられるよう指導しています。

・食品の表示や食品添加物について学び、安全な食品を選択する能力が身につけ

られるよう指導しています。

○学校給食指導の中で行う安全、衛生指導（主に担任、学校栄養職員が担当）

・身支度、手洗い、健康管理等の指導を行い食事環境の安全性を高め、食中毒の

防止に努めております。

・食器具の衛生的な取り扱いや配膳の工夫ができるよう指導しております。

・食品の安全性について指導を強化し、児童・生徒自ら食事による健康被害を防

止できる態度や能力を育成しています。

・担任の指導により、給食食品の保管時や配膳時の異物混入の発生を防いでいま

す。

○家庭科及びその他（農業・水産等）の教科における衛生に関する指導、安全管理

（各教科担当教諭が担当）

・食生活の安全と衛生に留意し、食品や調理器具等の安全で衛生的な取り扱い方

について指導しております。

・食品の保存方法や保存期間に留意し、新鮮で安全な食品を選択する知識や能力

を習得させ、安全で衛生的な食習慣を身につけさせる指導をしております。

・調理実習をとおして、食品の衛生に関する基本的な事項を指導し、安全で衛生

に配慮した調理や食品加工実習を行っております。

【課 題】

○管理者及び教職員等、指導者の衛生教育に関する意識の高揚を図る必要がありま
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す。

○学校栄養職員や養護教諭が関連教科等の職員と連携し、学校教育活動全体をとお

した食に関する指導の充実を図る必要があります。

○学校給食をとおした衛生教育の実施に努める必要があります。

【施策及び方針】

○食品の安全確保や衛生管理指導は、生涯にわたる健康教育の観点から重要かつ必

要な事項であるため、次により発達段階に応じた継続的な指導に努めます。

・研修会及び文書での啓発強化を図ります。

・学校教育活動全体をとおした食生活の安全と衛生教育に関する指導の推進に努

めます。
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５ 内分泌かく乱化学物質対策

【現状】

近年、有機塩素系農薬、プラスチック容器の可塑剤、洗浄剤中の界面活性剤等、あ

る種の化学物質が、内分泌（ホルモン系）をかく乱し、人の生殖機能など健康に影響

を与えるという指摘があります。

厚生労働省は これらの指摘されている化学物質の安全性について 平成 年に 内、 、 「10

分泌かく乱化学物質の健康影響に関する検討会」において中間報告をとりまとめまし

た。

食品用器具及び容器包装等から溶出するレベルの化学物質については、これまでの

ところ、人の健康に重大な影響が生じるという科学的知見は得られておらず、現時点

で直ちに使用禁止等の措置を講ずる必要は無いものと考えられていますが、厚生労働

省は引き続き内部かく乱物質の人に対する健康影響に関する様々な調査研究を実施し

ており、これらの調査結果に基づき、必要に応じて検討を行い、食品衛生に係る必要

な措置を講ずることとしています。

本県では、平成９年にポリカーボネイト製の容器等から内分泌かく乱物質といわれ

るビスフェノールＡが基準を超えて検出されたこと、また平成 年に弁当からフタル12

酸ジ（２－エチルヘキシル）が検出され、その主たる原因として塩化ビニール製手袋

からの弁当（食品）への移行が判明したことを受け、適宜これらの使用を避けるよう

指導しております。

【課題】

○これまで判明した内分泌かく乱物質について、これらを含む容器等の使用を避け

るよう周知徹底を図る必要があります。

○厚生労働省からの新たな危害物質による健康影響等に係る情報等について、的確

な情報提供を行う必要があります。

【施策及び方針】

○これまで判明した内分泌かく乱物質について、これらを含む容器等の使用を避け

るよう周知徹底を図ります。

○厚生労働省と連携を密にし、厚生労働省からの最新情報に基づき食品衛生に係る

適切な措置を講じていくとともに、的確な情報提供を行うよう努めます。
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６ 食育の推進

【現状】

食は人間が生きていく上での基本的な要素である「衣・食・住」のひとつであり、

身体的、精神的にも重要な要素となっています。生活の質（ＱＯＬ）の向上を図り、

健康な生活を送るためにはバランスのとれた食生活は欠かせないものです。

、 、 、 、しかしながら 昨今は ライフスタイルの多様化等を背景に 個食化や簡便化志向

外食や中食の増加など大きく変化しており、このことが食生活の乱れや食文化の衰退

などに繋がっていると指摘されています。

子ども達の食生活については、発育の重要な時期でありながら、一部には栄養摂取

の偏り、肥満等による生活習慣病の低年齢化や朝食欠食などの問題があり、健康への

影響が懸念されています。

成人については、１日の総エネルギーに占める脂肪からのエネルギーの摂取割合は

適正比率の２０～２５％を上回っており、栄養摂取のバランスが大きくくずれ、生活

習慣病の一因となっています。

さらに、県民とりわけ若い世代の県産食材離れは顕著であり、長寿の源の一つとし

て受け継がれてきた沖縄の伝統的な食文化の継承に警鐘が鳴らされています。

【課題】

○個食化、簡便化等が進行した結果、栄養バランスの崩れや生活習慣病の増加など

の問題が顕在化しています。

○「食」をめぐる環境変化の中で、県民一人一人が「食」についてあらためて意識

を高め、次世代を担う人々に食生活の知恵を伝えていくことが必要とされていま

す。

○適正な体重と適切な食生活の普及を図るため、食生活改善推進員等を活用した住

民に身近な場での学習の機会の提供を住民に対し積極的に行う必要があります。

○健康づくりや疾病予防の観点から“ヘルシーメニュー”の正しい情報の提供と、

手軽に利用できるようにするための食環境づくりの必要があります。

○食育を学校教育活動全体を通して推進できるよう、指導体制の整備を図る必要が

あります。

○食育の指導力向上のために、教師や学校栄養職員、学校給食関係者等の資質の向

上を図る必要があります。

○食の大部分は家庭が担っているという実態を踏まえ、保護者、地域社会、関係機
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関等の連携を図る必要があります。

○学校給食を生きた教材として活用するために、地域の産物を使用したり、地域の

伝統的な料理を提供することを促進する必要があります。

○生活習慣病の予防や食物アレルギーへの対応などの観点から個別指導の充実を図

る必要があります。

【施策及び方針】

○学習指導要領に基づき、給食の時間や教科指導、学級活動、総合的な学習の時間

など広く学校教育活動全体を通した食育を推進します。

○児童生徒の望ましい食習慣の形成を図ることを目的とした食育推進検討委員会 仮（

称）を設置し、児童生徒の食生活実態調査をもとに、発達段階に応じた食育カリ

キュラムの作成、食育実践事例集、食育啓発リーフレットを発行する等、食育の

充実に努めます。

○研修会等を開催し、指導者の意識の高揚と資質の向上を図ります。

○研究校・研究地域を指定し、先進的な研究を行い、その成果の普及啓発に努めま

す。

○給食だよりなどによる情報提供や啓発活動、地域の人材活用など、学校・家庭・

地域社会や関係機関等が連携した食育を推進します。

○地域の文化や伝統に対する理解と関心を深めるため、学校給食において郷土料理

の提供や地場産物の活用を促進します。

○学校栄養職員、学級担任、養護教諭、学校医等が連携し、個別指導に適切に対応

してまいります。

○食習慣を見直す観点から、県民健康・栄養調査に基づき県民の食生活の改善対策

と正しい食習慣の確立を促進します。

○食育推進ボランティアを育成し、これらの人材を活用して学校現場や地域社会に

おける「食育」を推進します。

○豊かで安心できる食生活実践の推進、本県の伝統的食文化の継承または県産食材

の紹介を行うための親子調理教室等を開催します。
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第４節 県産食品の安全確保

１ トレーサビリティの推進

【現状】

近年 「食の安全性」に対する消費者の関心が高まり、生産者の顔の見える農林水、

産物を消費者に提供することが求められております。

その方策の一つとして、トレーサビリティが注目され、消費者が食品の生産方法等

に関する情報を得ることができるとともに、万一、食品事故が発生した場合にも、そ

の原因の追跡・遡及できる体制を構築することが求められております。

国においては、ＢＳＥのまん延防止措置の的確な実施や牛肉の安全性に対する信頼

確保を図るため 「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」、

を平成 年 月１日から施行し、また、青果物、米、牛肉以外の畜産物、養殖水産15 12

、 、 、 。物については 平成１５年度から 順次システムの開発 導入に取り組んでおります

県内においても、消費者への適切な情報提供やトレーサビリティの普及を図り 「食、

の安全性」の確保を図ることが必要です。

【課題】

○トレーサビリティシステムについては、システムの構築や維持に多額の費用と手

間がかかり、尚かつ、関係する生産者や事業者間の密接な連携を必要とします。

また、システム導入のコストについて、消費者の理解を得ることが必要となりま

す。このため、効果的かつ円滑なトレーサビリティシステムの導入にむけて、生

産者や事業者等に対して周知を図る必要があります。

○生産者の生産管理情報を一元管理し、継続的に供給できるシステムの構築が必要

となります。

○畜産物においては、生産履歴だけでなく、給与飼料に関する情報等も公開できる

ような体制作りを行う必要があります。

○水産物については、関係者に履歴の重要性及び社会的ニーズについて認識を啓発

するとともに履歴として何を記録するかを検討する必要があります。

【施策及び方針】

○トレーサビリティシステムの技術開発の状況等を見極めながら、生産者及び流通

・加工業者、販売業者等に対してトレーサビリティの普及啓発を図ります。
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○生産・出荷実態等に即したトレーサビリティの体制整備等を検討するとともに、

システムの導入を促進します。

○ＢＳＥの発生原因といわれている牛の給与飼料に関する情報（飼養管理情報）等

を公開することにより、消費者に県産牛肉及び県産子牛に対する安全性と信頼性

を高め、県産牛のブランド化を図ります。
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２ 地産地消の推進

【現状】

沖縄には、温暖な気候風土に育まれた野菜、果物、海産物等の栄養豊富で機能性に

富んだ多様な食材があり、これらの食材に工夫を凝らして調理した沖縄特有の食文化

があります。

しかしながら、都市化の進展等による農林水産業に接する機会の減少、ファースト

フードをはじめ外食産業等の発展、共働き世帯の増加等の労働形態や家族構成の変貌

等によって、消費者の食品に関する知識や農林水産業に対する関心が低下するなど、

「食」と「農」の物理的・心理的距離が拡大してきております。

一方、食生活に起因する生活習慣病の増加やＢＳＥ問題、食品偽装表示問題等を背

景に、消費者の健康意識や食品の安全・安心志向が高まり、食の安全性をはじめ、そ

の重要性が見直されています。

【課題】

○「食」に関する問題は、県民一人一人の自発的な取り組みによる成果を期待する

だけでは根本的な問題解決は困難となっています。

○消費者・生産者・流通業者等、関係者が一体となって全県的な啓発活動を行うと

ともに、地域の実情に応じた取組を実施することが必要となっています。

【施策及び方針】

○消費者、生産者、流通・加工業者等、関係者が一体となり、地域で生産された農

林水産物をその地域で消費する「地産地消」運動を展開します。

、 、○消費者と生産者の顔の見える関係を構築し 相互理解の促進を図ることによって

県民の健全で豊かな食生活の実践を促進し、ひいては、本県の農林水産業の振興

を図ります。
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　　　　　　　　　　　　　　推進サポーターのネットワーク作りの構築

○県民会議の設置
○シンポジウムの開催
○フォーラム、セミナーの開催
○「おきなわ食財の日」 の設定
○キャッチフレーズ・ロゴマークの作成
○ホームページ、広報誌当でのPR
○量販店に対するフードアドバイザーの派遣
○農林水産フェアの開催
○推進店の認証等

○食育推進ボランティアの育成・支援
○体験学習の実施
○親子調理教室の開催
○学校給食メニューの開発等

○地産地消推進サポーターの育成・支援
○直売所活動の促進、ネットワーク化
○消費者・生産者当の交流促進

　
  （１）地産地消推進のための広報宣伝活動　　　 　　　　　　　　　　（６）食農教育の推進
  （２）学校給食への地域食材の利用促進　　　　　　　　　　　　　　　（７）食生活指針の普及定着の促進
  （３）観光関連施等での県産食材の利用促進　　　　　　　　　　　　（８）量販店等での県産食材の販売促進
  （４）公的施設等での県産食材の利用促進　　　　　　　　　　　　　 （９）県産食材のメニュー開発・普及、伝統的料理
  （５）地域直売所等の直販機能の強化及びネットワーク化                の伝承

推進方策

　　　　　　　消　費　者

生　産　者 　　流通・加工業者

沖縄県地産地消推進県民会議
　構成団体：行政、消費者団体、生産団体、流通関係団体、
　　観光関連団体、学校教育関係団体等

推進体制

地産地消普及啓発事業      地産地消活動支援事業

具体的な推進事業

食農教育推進事業

平成１６年２月８日設立

　　　　● 消費者と生産者の相互理解の促進（消費者と生産者の顔の見える関係の構築）
    　　● 健全で豊かな食生活の実践の促進
    　　● 農林水産

沖縄県地産地消県民運動推進イメージ

目　　　標
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第５節 調査・研究及び試験検査

１ 食品の安全管理に関する調査・研究の推進

１ 農林水産物の生産段階における調査・研究-1

【現状】

本県は亜熱帯地域に属しているため、農業においては病害虫の発生が周年を通して

見られることに加え、東南アジアや県外からの病害虫の侵入頻度が高い状況にありま

す。

また、園芸作物の集約栽培に伴い、農薬や化学肥料等による環境への負荷が懸念さ

れており、環境にやさしい農業を推進しているところです。

畜産においては、亜熱帯地域特有の家畜疾病の発生や距離的に近い東南アジアで発

生が見られる口蹄疫、豚コレラ、鳥インフルエンザ等の海外悪性伝染病の侵入が危惧

されており、家畜の防疫衛生対策を推進しているところです。

水産においては、海域環境が他県と異なるため、本県固有の魚病の発生が見られる

とともに、東南アジアなどから養殖用種苗等が容易に持ち込まれ、商品が相互に流通

しているため、ウイルス病等対策の困難な疾病の蔓延が生じる結果となっています。

このため、魚介類の防除・防疫対策を推進しているところです。

【課題】

○環境負荷の軽減に配慮した環境保全型農業技術の開発が必要です。また、植物防

。疫法により移動規制の対象となっている特殊病害虫の防除技術の開発が必要です

○安全な畜産物の安定生産を図るため、家畜疾病に関する情報収集や予防対策、モ

ニタリング調査等監視及び指導の強化が必要です。

○持続的養殖生産確保法で定められた特定疾病の侵入と蔓延の防止、および国内外

で大きな被害が発生している県内未侵入疾病についてのモニタリング調査と早期

の対策が必要です。また、海域環境が他県と異なるため、発生する魚病について

の独自の調査・研究の実施が必要です。

【施策及び方針】

○環境にやさしい農業を推進するため、生物的防除、耕種的防除、化学的防除等を

有効に組み合わせた病害虫の総合防除技術開発のための調査・研究を推進すると
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ともに、適正な肥培管理技術の開発を推進します。

○移動規制の対象となっているイモゾウムシ等の根絶、ミバエ類の再侵入を防止す

るため、環境負荷の低い防除技術の開発を推進します。

。○地域特産農産物に対する農薬登録の拡大のための試験データの集積を促進します

○安全な畜産物を生産する技術開発、生産段階における調査・指導及び家畜衛生対

策を実施します。

○養殖魚介類等の疾病対策について、魚病の発生状況に関する調査・研究や防疫体

制の確立を図ります。
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１ 食品衛生検査に係る調査研究-2

【現状】

食品に関連する様々な事件を背景に、食品の安全性が問われている中、食品衛生法

改正により食品規制の強化、新しい分析技術など、より精度の高い最新の技術の導入

が求められています。

現在、食品の検査技術の向上及び、食品による健康被害の防止のため、検査法の開

発及び調査研究を以下のとおり行っています。

○食品中の残留農薬の多項目一斉分析法の開発。

○産学官共同研究による沖縄近海産魚からのシガテラ毒検出法の開発。

○内閣府受託事業による沖縄近海産フグの毒性調査およびフグ毒分析法技術開発。

【課題】

○食品の安全性確保、食品衛生法改正に伴う高度な食品分析技術の問題に対応する

ため精度の高い分析機器の整備を図る必要があります。

○法改正による分析法の検討、アレルギー食品や遺伝子組み換え食品等の新しい検

査技術に対応するために研究者の育成強化、分析技術の向上を図る必要がありま

す。

○健康被害が増加している健康食品中の医薬品成分分析時における、標準品の迅速

な入手経路の確立及び簡便な検査技術の開発を行う必要があります。

【施策及び方針】

○分析機器の整備充実を図り、食品の安全性確保のために簡便な分析法開発を行い

ます。

○食品衛生法改正による食品検査等の新しい分析技術を習得するため、研修等によ

り、研究者の技術の向上を図ります。

○研究機関等の連携を深め、技術の共有化、情報収集の迅速化を構築します。
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１ 消費段階における調査研究-3

【現状】

県民生活センターでは、消費者からの相談に対応して、鑑別テストを主に食品の安

全確保のための簡易検査を実施しているほか、過去のテスト結果や国民生活センター

等の他の試験機関が実施した商品テストの結果を商品選択にかかる情報として消費者

に助言、提供しています。また、必要に応じて県の検査機関と連携し、迅速な対応に

努めています。

【課題】

○県民生活センターにおける食品の安全性テストについては、鑑別テストが主であ

るため、分析項目が制限されるとともに精密な定量分析が困難です。

【施策及び方針】

○食品の安全確保のための簡易な商品テストの情報収集や分析技術の習得に努める

とともに、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人農林水産消費技術セン

ター、沖縄県衛生環境研究所、沖縄県各福祉保健所など関係機関との連携をより

密にし、検査体制の充実を図ります。



- 34 -

２ 試験検査体制の強化

２ 食品衛生検査施設における業務管理の徹底-1

【現状】

食品衛生法の一部改正により県が設置する食品衛生検査施設（衛生環境研究所・保健

所・食肉衛生検査所が該当施設）は、平成９年度から業務管理（ＧＬＰ）を行わなけれ

ばならないことになりました。

沖縄県は平成１０年度に信頼性確保部門責任者を衛生環境研究所に置き、担当者を配

置し 「沖縄県の食品衛生検査施設における検査等の業務管理要綱」を平成１０年７月２、

１日に定め、ＧＬＰを導入しました。

現在は、衛生環境研究所（２室 、６福祉保健所、２食肉衛生検査所の計９施設を対象）

に食品衛生検査業務に伴う標準作業書の作成や、ＧＬＰの摘要施設に対する検査施設の

設備の適正を確認するための内部点検の実施、各施設の検査技術能力の維持、向上を図

るための内部精度管理を実施しています。

さらに、衛生環境研究所と食肉衛生検査所においては、食品衛生検査の基幹施設とし

ての技術力の維持向上を求めるために、外部団体に精度管理を実施しています。

【課題】

○日常業務の煩雑さ等により業務管理が適切に機能していない施設があることから、

検査体制や施設整備等の改善が必要です。

○食品衛生検査に携わる検査担当職員を含めた食品衛生検査員の専門的な知識の向上

を図り、ＧＬＰに対する意識の向上を図り、かつ、検査技術の向上を図るための研

修が必要です。

【施策及び方針】

○「沖縄県の食品衛生検査施設における検査等の業務管理要綱」等により、各食品衛

生検査施設に対する体系整備を行うとともに、信頼性確保部門（ ）が実施するQAU

内部点検業務を強化し、さらに内部精度管理の実施によって検査担当職員の資質の

向上を図ります。

○検査担当職員を含む食品衛生監視員の意識の向上を図り、検査技術の資質の向上を

強化するための研修を現在以上に計画的に実施します。
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２ 衛生環境研究所における試験検査-2

【現状】

衛生環境研究所では、沖縄県内の幻覚生きのこの実態調査、食品中の残留農薬のモニ

タリング検査、食品自然毒検査、食品の規格基準検査、食中毒菌汚染実態調査を計画的

に実施しています。

緊急時の対応としては、食中毒発生時の原因物質及び原因食品の特定、苦情食品の異

物の鑑定を実施しています。

しかし、近年の食品流通の広域化や観光客、修学旅行生の増加に伴い、食中毒発生の

広域化や大規模化の傾向にあり、検査業務の増加に伴い対応が困難となっており、検査

体制の充実が必要となっています。

【課題】

○食品衛生法改正に伴う食品規制の強化や、アレルギー食品や遺伝子組換え食品の検

査等、新たな検査項目に対する試験検査体制の構築が必要です。

○より精度の高い検査を行う上で、分析機器の整備や技術の修得が必要です。

○行政検査を行う上で、信頼性の高い検査体制の構築（ＧＬＰ）が必要です。

【施策及び方針】

○研修等により、研究者の技術の向上を図るとともに、研究機関等の連携を深め、情

報収集の迅速化を構築します。

○高度な分析機器及び高度な技術の導入を推進します。

○新たに必要とされる試験項目や、検査技術について検査体制の構築を推進します。

○検査等の業務管理（ＧＬＰ）体制の確立を推進します。
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２ 食肉衛生検査所における試験検査-3

【現状】

と畜検査及び食鳥検査において異常が発見され、保留となった獣畜については、試

験室における精密検査（微生物、病理、理化学検査）を実施して確実な診断を行って

います。

、 。また と畜場でと殺される全ての牛のＢＳＥスクリーニング検査を実施しています

更に、と畜場及び食鳥処理場の施設や枝肉・中抜きと体の拭き取り検査を実施して

衛生指導に役立てています。

その他、厚生労働省依頼の畜水産食品の残留有害物質モニタリング検査として、保

健所等で収去された乳、卵、はちみつ、魚介類等の抗生物質、合成抗菌剤等の検査を

実施しています。

【課題】

○保留獣畜の精密検査、ＢＳＥスクリーニング検査、収去検査等の検査結果の信頼

性を確保するための業務管理（ＧＬＰ）体制の構築が必要です。

○精密検査等について、迅速かつ精確に検査を実施するため、分析機器の整備や技

術の修得が必要です。

○合成抗菌剤等、新たに追加される試験項目に対応するための高度な分析機器及び

高度な技術の導入が必要です。

○試験室業務を円滑に実施できる検査体制の構築が必要です。

【施策及び方向性】

○精密検査、ＢＳＥスクリーニング検査、収去検査等の業務管理（ＧＬＰ）体制の

確立を推進します。

○迅速かつ精確に検査を実施するための機器整備を推進します。

○新たに追加される試験項目に対応するための検査体制の構築を推進します。

○試験室業務を円滑に実施できる検査体制の構築を推進します。
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第６節 支援・連携

１ 自主管理体制の推進

１ 製造及び流通段階における自主管理体制の推進-1

【現状】

近年、製造過程における異物混入等の問題、輸送中の食品における有機溶媒による

汚染等事例等が発生しており、製造業者及び流通業者に対して食品の安全性確保のた

めの自主管理体制の構築を助言指導する必要が生じています。

製造業者等の自主的な衛生管理の手法として、ＨＡＣＣＰが安全な食品を製造する

上できわめて有効な手法であることは国際的にも認められております。

本県では、食品の安全性を確保するためにＨＡＣＣＰ手法による衛生管理の推進並

びに食品製造業者に対する講習会等により、自主管理体制を推進してきました。

また、国が特定の業種について食品衛生法に基づくＨＡＣＣＰ承認制度（総合衛生

管理製造過程）を設けており、これらの県内承認施設並びに承認申請中の施設に対す

る助言指導を行っています。

しかし、ＨＡＣＣＰによる衛生管理の手法は、衛生管理方式としての歴史が浅く、

施設整備等に費用がかかるケースがあることから、十分浸透していない状況にありま

す。

【課題】

○国のＨＡＣＣＰ承認制度を推進し、承認施設数の拡大を図る必要があります。

○上記における国が定める特定施設以外の食品製造業等について、ＨＡＣＣＰ手法

導入の必要性について啓発し、自主衛生管理を推進する必要があります。

【施策及び方針】

○国のＨＡＣＣＰ承認制度を推進し、承認施設数の拡大を図ります。

○中小製造業等における自主衛生管理を推進する人材を育成するための研修会を充

実、強化します。

○国のＨＡＣＣＰ承認制度及びＨＡＣＣＰ手法による衛生管理を推進するために、

県内外での養成研修会へ積極的に派遣し、同手法を指導、助言する保健所食品衛

生監視員の育成を行います。
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２ 技術的支援

２ 農業者に対する技術的支援-1

【現状】

農薬は農産物の安定生産、品質の向上、農業労働力の軽減化など農業経営の安定化

に大きな役割を果たしています。一方、輸入農産物の残留農薬問題や無登録農薬の使

用問題を背景に農産物の安全性に対する消費者の関心が高まっています。

農薬については、食品衛生法に基づく残留農薬基準の設定、農薬取締法に基づく適

用作物、使用回数等の使用基準が定められており、病害虫防除の手引き等の作成や講

習会等を開催し、農薬のラベルに基づく使用等、農薬の適正使用の指導に努めていま

す。

また、農薬散布以外の病害虫防除技術を取り入れた総合防除技術の普及に努めてい

ます。

【課題】

○農薬使用基準の周知徹底が必要です

○耕種的防除技術、生物的防除技術、化学的防除技術を組み合わせた総合的な防除

技術の確立と普及が必要です

【施策及び方針】

○病害虫防除の手引きを作成します

○防除技術の向上を図るため、講習会を開催します
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２ エコファーマーの育成-2

【現状】

平成１１年に制定された「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」

（以下「持続農業法 ）は、持続的な農業生産方式に取り組もうとする農業者の計画」

を県が認定し支援することによって、環境と調和の取れた農業を推進するもので、持

「 」 。続農業法に基づき認定された農業者を エコファーマー という愛称で呼んでいます

「 」県では主要な品目について 沖縄県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針

を策定し、①たい肥や緑肥による土づくり、②化学肥料の使用量の３割削減、③化学

、 。合成農薬の使用回数の３割削減を目指した技術を示して 農家への普及を図ってます

【課題】

○エコファーマー制度についての普及啓発が必要です

○持続性の高い農業生産技術の技術確立と普及が必要です

【施策及び方針】

○エコファーマー制度の周知を徹底するため、地区ごとのエコファーマー運営会議

を開催します

○化学肥料の使用量を削減するための有機性資源の利用による減肥試験、機能性肥

料の施肥技術の試験研究を行います

○化学合成農薬の使用回数を減らすため、県産天敵の実用化、性フェロモンによる

交信かく乱法の確立などの試験研究を行います

○「沖縄県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」を随時見直し、新しい

技術の導入を図っていきます

○各農業改良普及センターにおいて、実証展示ほを設置し、技術の実証及び農家へ

の普及を図ります。
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２ 有機農産物及び特別栽培農産物の生産振興-3

【現状】

有機農産物等の表示については、ＪＡＳ法に基づき、有機農産物に関するＪＡＳ規

格が定められ、この規格の適合については、国が認定する登録認定機関の検査認証を

受け 「有機」と表示できることとなっております。、

特別栽培農産物については、国が定める「特別栽培農産物にかかる表示ガイドライ

ン」に基づき、表示することができます。

【課題】

○有機農産物認証制度は、認証基準が厳しいこともあり、取り組む農家や認証農産

物の大幅な増大は見込めませんが、認証制度の普及啓発を図る必要があります。

○「特別栽培農産物にかかる表示ガイドライン」の適用については、本県における

品目別慣行レベルの策定及び特別栽培農産物の生産、販売数量等を把握する必要

があります。

【施策及び方針】

○有機農産物認証制度の普及啓発を促進します。

○特別栽培農産物の適正な活用を促進するため、品目別慣行レベルの策定を推進す

るとともに 「特別栽培農産物にかかる表示ガイドライン」に準ずる表示の信頼、

性の確保を図ります。
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３ 地域で活動する組織や団体との連携強化

３ 生産段階における出荷団体等との連携-1

【現状】

食の安全・安心を確保する上で、農薬の適正使用や使用削減が重要です。県では、

「沖縄県農産物安全・安心確保対策会議」を設置し、農業団体等と連携して、農薬の

適正使用及び化学農薬や化学肥料の使用削減を推進しています。

また、消費者に対して、安全・安心な県産畜産物を提供するため、牛肉のトレーサ

ビリティシステムの構築や衛生管理体制の整備などを行っています。

、 、養殖魚介類等の生産については 水産物の安定供給の面から益々重要になっており

食品となる養殖水産動物の安全性を確保するために、生産者に対する水産用医薬品等

の適正使用に関する講習会の開催、巡回指導及び、疾病予防のための適正な飼育方法

の指導を実施しています。

【課題】

○農薬の適正使用の徹底、出荷前の農薬残留検査の整備など、出荷団体との連携が

必要です。

○県産畜産物の安全・安心の推進とＰＲを図るため、トレーサビリティシステムの

充実や消費者への生産情報の提供、衛生管理体制の整備など畜産関係団体が一体

となった活動が必要です。

○水産用医薬品等の適正使用と使用記録作成の指導、養殖魚介類における適正な飼

育方法の巡回指導など、水産関係団体との連携が必要です。

【施策及び方針】

○沖縄県農産物安全・安心確保対策会議を中心に地区段階の連携を強化します。

、 、○消費者等へ安全・安心な県産畜産物を提供するため 畜産関係団体と連携を図り

衛生管理体制の強化や生産情報の提供などを推進します。

○水産用医薬品等の適正使用、水産用医薬品の使用記録作成及び、養殖魚介類にお

ける適正な飼育方法の実施など、出荷団体と連携し指導を強化します。
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３-2 流通段階における組織や団体との連携

【現状】

沖縄には、特色ある自然環境、独自の文化の中で育まれた個性豊かな特産品が数多

くありますが、販路に関しては、県内市場の狭隘性や内外市場での厳しい競争に直面

しております。また、県内製造業者のほとんどは小規模・零細企業で、個々の企業で

の県外市場開拓は困難な状況にあります。

このようなことから県では、県内製造業の振興を目的に設立された（株）沖縄県物

産公社と連携し、県産品の安全確保、取引の相談・斡旋、市場情報の収集・提供、販

売促進機能の強化を行っております。特に、食品に関して県外への販路拡大を行うに

は、安全確保の観点が強く求められております。

【課題】

○県産品の安全・安心の確保に努めるとともに、販路開拓により県内製造業の振興

を図る必要があります。

○県産品の品質向上と販路の拡充を図る必要があります。

○沖縄県優良県産品推奨制度等の広報・啓発活動を強化する必要があります。

【施策及び方針】

○県産品の品質向上と販路の拡充を図るため、沖縄県優良県産品推奨制度を実施し

ております。

○優良県産品推奨制度では、品質、衛生、表示等の各関係法令による審査を行って

おります。特に飲食料品の部門においては、引き続き、食品衛生法、薬事法、健

康増進法等、あらゆる角度から厳しい審査を行い、食の安全性を確保します。

○優良県産品推奨商品は、アンテナショップである銀座わしたショップにて行われ

る優良県産品フェアーや、わしたショップ本店で展示・宣伝するなど、販売展開

の支援を行います。

○7月の県産品奨励月間時には、県庁ロビーで推奨商品の展示を行ったり、産業まつ

りでも展示コーナーを設け、優良県産品の制度紹介及び推奨商品のＰＲを行いま

す。

○その他 （株）沖縄県物産公社等と連携を図り、各種イベントや物産展等を通し、

て、販路拡大等を推進します。

平成１２ 平成１３ 平成１４ 平成１５ 昭和５５～計

申請数 ６６ ８９ ６６ ７８ １，８５８

推奨数 ３３ ４４ ４２ ５３ １，３５３

推奨率 50.0％ 49.4％ 63.6％ 67.9％ 72.8％




